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様式第七号 (第;十条塁の二関係)

許可番号 040001793 〒 5二

産業廃棄物q髪髪運搬業許可証 - -
住 所 福岡県京都郡苅田町長浜町-F若番地二2

氏 名 丸屋商事株式会社
代表取締役 石田 慶三郎

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条の 2第 1項の許可を受けた者であることを証する。
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許 i露- 冴 年 月 日 令和 6 生 .…‐9 崖= 4 日 ー-- ‐ 三…ーi

三ヨ許司Eの 有 効 年 月 日 令和 11 年号三謁 月 3 日

F 三事業の範囲 (取り扱う産業廃棄物の燦種顔 (当該菊産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、糧鍾鰯吏席製麺毒産業廃
三棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる諾場合程妻 その旨を含む。)及び積替え又は保管‐を行窯かどうか明
-;:らかにすること。 )

積替え、保管を含まない。
廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等 (以上 3品目については、自動車等破砕物を含む。)、燃え
殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、紙くず、木くず、繊維〈ず、動植物性残さ、ゴムくず、鉱さい、が

れき類、ばいじん (廃プラスチック類、紙くず、木〈ず、繊維くず、ガラスくず等、がれき類については
、石綿含有産業廃棄物を含む。)( 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず、ガラ
スくず等-1つ匡まは、水銀使用製品産業廃棄物を含む。 (燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、
ばいじんにi-元一翌毛議よ、水銀含有ぱいじん等を含む。)- 以上 16霜。目 以下余白

2.積罷替裟夏安は保管を行うすべての場所の所在地及び面積並-びに当該場所ごとの積替え又は保管を行≦IE- --
三韮廃棄‐物の‐種類 (当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物:水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含奪建い』ニ
ニ; 等カセム青まれる場合は、その旨を含む。) 、積替えの‐ための保管上限及び積み上げることがで謎fる薪主
--キーなし ニ

ー
--

-- ゴ ロ 久王正 許可の条件
なし … 一二

4. 許可の更新又は変更の状況
平成30 年 2月 14 日 変更届出により取扱品目 (水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ぱいじん等)

の明記
令和 元年 9昇 4日 更新許可
令和 6年÷ 9-月 4日 更新許可
令和 豊凶EI O月「‐5日 変更許可により取扱品目「で廃ララスチツク類、金属くず、ガラスくず等) の限

定の解除 - -
以下余目:

÷二(二裏面に続く )
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.庄圭三積≦替えー許可の有無 有 ・ 無 -- - -
　

三 (積種k 許可を有している場合においては、市名蒙慌護可番号を記載すること。)ー

-三 -玉名二一言 許可E番号 --

三以下余白

規則第 9条の 2第 8項の規定による許可零正の提出の有無

備考
市長が交付する許可証については、積替え許可の有無の記載は不要とすること。

※更新手続につき弐は、有効期間満了日の 6 0 日前までに必ず管掌轄誘宗民築保健福祉環境事務所で行ってください
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